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南太平洋域の熱帯島順途上国の多くは，国土面積，陸上資源ともに限られており，海洋に囲まれ

たその自然条件を生かすべく，水産業を開発政策の中心に据えている．各国の海洋生物資源への依

存感は先進国では想像できないほど強く，資源の持続的な利用への欲求ばかりではなく，その将来

への懸念も多くの機会に表明されてきた．水産資源の管理とその基礎となる海洋環境の保全は，島
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ＰＮＧの水産開発基本政策

ＰＮＧにおける第一次産業開発の目標としては，（１）食糧生産，(2)輸出の拡大，(3)輸入代替の促進，

(4)雇用の創出が上げられる(ANoN.，1989a)．ＰＮＧの場合，国土・地下資源に比較的恵まれてい

るため，水産業の振興は第一次産業開発全般の優先度に一括されているが，漁業開発の基本政策は，

(1)水産資源の国家開発への利用，(2)その利用の現地化，(3)持続的開発のための漁業管理などにまと

めることができる(ANoN.，1989b)．特に近年は，水産資源の持続的利用のために，漁場と水圏環境

の保全を強調する傾向がある．

これらの政策は，国内カツオ・マグロ漁業の育成に向けて合弁形成を模索し，エビトロール漁業

を現地化し，沿岸漁業開発管理政策を策定し，公海流し網漁業反対の先頭に立つといった施策をと

おしても看取できる．漁業開発の根幹を「次世代のために資源・漁場環境を保全しつつ，200海里

水域内の資源を自力で利用する(MATsuoKA，1995)」点に置くのは域内島喚途上国にほぼ共通し
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順途上国にとって最優先の課題である．しかし一方では，近代的水産業の開発に関係する産業界，

行政，教育，研究など全ての面で歴史は浅く，上の課題を実現すべき能力は十分なものではない．

熱帯漁業開発と資源・漁場環境保全のあいだの問題点とその解決のために求められる行動について，

パプアニューギニア（ＰＮＧ）を例にしつつ，熱帯途上国の立場から考えてみたい（図１）．
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図１パプアニューギニアにおける主要な漁業関係地
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ている．

ＰＮＧにおける水産業

ＰＮＧにおける漁業は，(1)生業漁携活動，(2)小規模商業漁業，(3)企業的漁業，(4)外国船入漁漁業

に分けて考えるのが適当である．

生業漁携活動は，村落における伝統的な流通形態である大家族や近隣者への分与を含め，基本的

に自家消費を目的として行われる．余剰漁獲物を近隣のローカルマーケット（青空市場）で販売し，

現金化することもある．小規模商業漁業は，現金収入を目的として，漁民個人または小グループに

よって自家消費を越える大量漁獲または商品種を主要対象とした漁獲を目指して行われている場合

を指す．小規模商業漁業を特徴付けるのは，その漁携従事日数，自家消費率である．生業漁携活動

と小規模商業漁業の間で，用いられている漁携技術に明確な差はなく，漁具．装備の近代化は専業

性を決定する大きな要因ではない．内水面漁業と海面漁業の区別もあまり意|床がない．企業的漁業

は技術・資本面で近代的な資本制漁業として行われているものである．外国船入漁漁業とは，外国

漁船の200海里水域内操業の受け入れにより入漁料徴収を図るもので，漁場国側から見れば水産資

源利用の方途のひとつであり，漁業の一形態と理解できる．

ＰＮＧ政府は沿岸漁業統計を行っておらず，その生産量は明らかではないが，自家消費用生産分

も含めて年産1.5万トン以下であろうと推定されている．沿岸域の最大持続生産量は約13.8万トンと

推定されているので，その10％程度が開発されているのみである．企業的漁業および一部の商業漁

業の対象種に関しては輸出統計があり，政策決定などにはこれが代用とされる（ANoN.，1989a；

MATsuoKA，1995)．

１．小規模商業漁業

ＰＮＧ社会の多くの分野では，住民による商砧生産の伝統をこれまでほとんど持っておらず，商

品生産を目的とした漁業も未発達である．小規模商業漁業は，輸出向け商品の買い付け業者への売

却を目的としたものと，鮮魚を中心とした近郊の都市市場での販売を図るものとに大きく分かれる．

前者には，アカメ，ロブスターや，タカセガイ，クロチョウガイなどの貝類，ナマコなどの生産

がある．アカメの刺し網漁業を除けば〆他は素潜りによって採捕され，技術的にはきわめて簡便な

ものである．買い付け業者の思惑や訪問買い付け活動の有無に左右され，短期間の急激な生産増加，

採捕対象の転換，廃業などが各地に見られる．きわめて不安定なものであり，乱獲も引き起こしや

すい．これらを，儲けの多い漁携に簡単に移行していくＰＮＧ人の性向で説明しようとする議論も

あるが，初期投資のきわめて少ない素潜り採捕などで行われているため，転換が容易であると理解

するのが妥当であろう．

後者はおもに沿岸域の魚類を中心とした生鮮品の生産を目指す．各種のリーフ性の魚類やボラな

どの沿岸浮き魚は刺し網，手釣り，ヤス突きなど，カニ類は手掴みあるいは手釣り，ウミガメ，．
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ウイカ，ダツはモリ・ヤス突き，カツオ，小型キハダは曳き縄で漁獲される．都市市場が小さく，

鮮魚の流通手段も整備されでいないため，小規模商業沿岸漁業を行う専業漁家層はまだほとんど形

成されていない．一部の例外を除けば，半農半漁で現金収入は漁業に依存するといった層が，各地

で萌芽的に出現し始めているというのが現状である．

２．企業的漁業

ＰＮＧにおいて継続的な大量水揚げが期待できる水産資源は，カツオマグロ類とエビに限られて

いる．小規模商業漁業の生産物でさえ販売が難しい国内市場の現状では，これらの開発も今のとこ

ろ輸出向け商品生産を目的とする以外には成立し得ない．

［エビトロール漁業］パプア湾，トーレス海峡海域におけるエビトロール漁業は，ＰＮＧで現在

行われている唯一の企業的漁業である．おもな対象種はブラックタイガー，ホワイトバナナ，エン

デイバーで，その全量が船上凍結される．生産量の大半が輸出され，輸出の約80％が日本に，２０％

がオーストラリアに仕向けられる．

このエビ漁場は，現地政府による1955年以降10年間にわたる調査で発見され，1965年から68年に

かけて豪州・英国系やクウェート系の企業によって産業化された．1976年には政令により操業許可

数が12隻となり，1973年以降に参入した日系主要3社体制の基礎がほぼ確立した．1978年には最初

のエビトロール合弁企業が生まれ，これ以降は合弁操業を経た産業の現地化が進行した．1983年に

は日系企業で最初の撤退があり，1984年には合弁企業から現地企業への移行が始まった．1990年に

は最後の日系企業の撤退，1991年には最後の合弁企業の現地法人化が相次いで完了し，若干の外国

人技術者は残すものの，産業の現地化がほぼ完了した．

現在，この漁業の輸出総額は約700万キナで，約400の雇用機会を提供し，法人税・所得税・輸出

税・操業許可料を合わせて，約120-150万キナの政府歳入をもたらす安定した国内漁業となってい

る．

［国内カツオ・マグロ漁業］カツオ・マグロはＰＮＧで最も期待できる水産資源である．国内カ

ツオマグロ漁業は，独立前の1968年に成立した日豪漁業協定に基づいて，ケビアンを拠点に母船を

仮基地とするカツオ－本釣り漁業として，日系企業と豪州系企業の合弁により1970年に開始された．

その後，マダン，ラバウルを拠点として相次いで操業が始まり，1972年までには米国系企業もラバ

ウルで事業を開始した（松田，1986)．

操業開始から間もない1975年にはパプア湾のロブスター・エビトロール漁業への転換が，1979年

にはＰＮＧから撤退する例が現れた．残った企業も1982年に撤退し，国内産業としてのカツオ・マ

グロ漁業は実質的にこの年に終鳶した．1984年，日系企業がラバウルに基地を置いて操業を開始し

たが，経営，地元との関係がともに悪化し，１年を経ることなく事業は放棄され，1985年までに全て

のパートナーを失った．これ以降もＰＮＧ歴代政府はカツオ・マグロ産業の再建の道を模索してき

たが，結果は芳しいものではない．
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この漁業では母船を基地替わりに用いた操業が行われ，インフラの整備や陸上基地・加工施設の

建設はＰＮＧ政府，企業ともにまったく行わなかったため，操業停止以後に残されたものは何もな

かった．基地が置かれていた各地でも，技術的な波及効果は残っていない．国内漁業の崩壊以降，

カツオ・マグロ資源は外国漁船入漁漁業の対象としてのみ利用されている．

沿岸漁業開発における問題の例

１．エビトロール漁業と混獲魚の投棄

パプア湾のエビ漁業は，資源の利用と産業の現地化という点では成功例であるが，エビトロール

漁業が混獲魚の大量発生とその海上投棄で世界的に問題となっているという点からは例外ではない．

パプア湾操業の場合，混獲漁獲物は重量でエビの漁獲の9倍から14倍に及ぶ．混獲魚のうち製品化

されるのは，ニベ，フエダイ，ヨロイアジなどの大型魚を主体に多くても2.7％から4.2％に過ぎず，

残りは海上投棄される．パプア湾における年間エビ生産量約1,300～1,500トンと上の値を基に魚類

の投棄量を推定すると，年間1.1万～2.0万トンとなる（松岡，1995)．全国沿岸域における推定年間

生産量1.5万トンと比較すると，上の投棄量がきわめて大きいことが分かる．混獲投棄魚の多くが，

ニベ，ツバメコノシロ，ミゾイサキ，ヒイラギなどを含む沿岸住民の生業漁携の対象種である点で

も問題は重大である．政府は混獲物の海上投棄を禁止しているが，具体的な解決策は示せていない．

混獲魚の発生は現行エビトロール網の種選択性の鈍さに起因するが，その海上投棄はエビと混獲

魚類の価格差が原因で起こる．特にＰＮＧのように輸出向けのエビ生産を目指す場合には，高価格

漁獲物のみを扱う産業構造が出来上がっているため解決は難しい．さらに，混獲魚を製品化しても

市場がなく，もしこれの大量水揚げがあれば，勃興しつつある小規模商業漁業に壊滅的打撃を与え

る可能性がきわめて大きいといった問題もある．混獲魚の多くが村落生活での伝統的な食用魚であ

ることも勘案すると，混獲発生そのものを抑え込むのが良策であろう．ＰＮＧ大学は混獲魚防除装

置の開発に取り組み一定の成果を得たが，実用には至らなかった．

２．サンゴ礁周辺でのダイナマイト漁業

サンゴ礁はマングローブやラグーンを加えた熱帯浅海域の生態系の中で重要な働きをする．サン

ゴ礁域は伝統的に熱帯沿岸漁業の重要漁場でもあるが，近年ダイナマイト（爆発物）漁が広く行わ

れており，漁獲対象以外の小型魚・稚仔魚の大量死亡とサンゴ礁の破壊が問題となっている．ＰＮ

Ｇではセントラル州，マヌス州で特に激しいと言われており，筆者が遭遇した例では，大小数隻の

カヌーを用い，ダイナマイト投摘と浮遊した魚類の収集を分担して行う，船団操業とも言える本格

的なものもあった．ダイナマイト漁業による漁獲物は，即殺．即回収により鮮度もよく漁具による

外傷も少ないため，市場では高値がつくとうそぶく者さえいる．

サンゴ礁の物理的な破壊は生物の生息環境と食物連鎖に致命的な悪影響を及ぼすため，多くの熱

帯途上国でダイナマイト漁業は法律で禁止されている(MATsuoKA，1995b)．その弊害を訴えるキヤ



６ 熱 帯漁業

ンペーンは国際機関などによって大々的に行われており，ＰＮＧでも水産海洋資源省，環境保護省，

警察などが各種の対策事業に取り組んではいるが，効果は上がっていない．ダイナマイト漁業があ

とを絶たないのは，取り締まり能力の不足に原因があるとの声もあるが，温帯域の沿岸小規模漁業

に多用されてきた刺し網・底延縄漁具などの漁具を使用しようとしてもサンゴ礁域では根ががりが

多く，これらの海域の漁場条件に適合した漁具漁法が未発達であることが根本的な理由のひとつで

あると考えるべきである．

３．誤ったアカメ刺し網漁業規制

ＰＮＧとオーストラリアでバラマンデイと呼ばれているアカメは，沿岸汽水域で産卵し，内水面

の湖沼で性成熟した後，産卵・摂餌回遊を続けつつ成長し，体長2ｍにも達する．ＰＮＧではおもに

パプア湾沿岸で見られるが，特にウェスタン州西部の産卵水域，回遊路であるフライ川流域，その

上流のマレー湖が重要な漁場となっている．これを刺し網で漁獲する漁業は，末端での漁携技術は

ごく簡便なものではあるが，ＰＮＧの小規模漁業では最も商業漁業的な色彩が強いもののひとつで，

漁獲物は国内の他地域あるいはオーストラリア市場に出荷される．

アカメ刺し網漁業はＰＮＧの沿岸漁業の中で唯一漁業管理が施行されている漁業で,漁場・漁期・

漁獲物体長・網目サイズに関する規制がしかれている．注目されるのは，目合い6.35cm以上，１２．７

cm以下の刺し網の使用禁止という漁具規制と，長さ38.1cm未満のアカメの捕獲禁止と同50.8cm未満

のアカメの販売・移出の禁止という漁獲物サイズ規制がしかれている点にある．自家消費分の漁獲

の自由を尊重し，捕獲禁止措置を取り入れることの少ない途上国における漁業管理策（MATsuoKA

etaJ.，1995a）としてはかなり厳しいものである．体長約50cm未満の個体の保護は，このサイズ

でアカメが成熟するためである．

一方，アカメ刺し網の選択性の研究によれば，この網目規制で保護されるのはおよそ全長38cmか

ら50cmまでの個体で，漁獲体長規制と全く対応しないという結果が得られている(MATsuoKAet

aZ.，1990)．このような漁業規制案がどのような調査研究経過で生まれたのかは明きらかではない

が，規制案策定当時のＰＮＧ水産行政関係者の漁業学全般の理解不足は否定できないだろう．さら

に，このような保護政策にもかかわらず，沿岸住民の地曳き網など他の漁具を用いた小型個体の漁

獲は野放しになっているとの声もある．

熱帯漁業の特徴と課題

１．熱帯漁業と技術移転

熱帯沿岸域の漁場では魚種の多様性が大きい反面，種ごとの資源量は少ない．伝統的な漁携技術

はこれを前提として営まれて来た．自家消費を目的とする生業漁携では種・サイズの不揃いな漁獲

物でもなんら問題はなく，熱帯漁業の一部ではかえって種・サイズ面で弱選択的な漁具漁法が適合

する可能性さえ指摘できる(MATsuoKA，1991)．この点は，商品生産を目的とした商業的漁業の育
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図２パプアニユーギニアにおける漁業階層模式図

７

成にとっては不利であると言われて来たが，逆に，これまではカツオマグロやエビのような単品大

量生産という従来型の漁業の方法に合致した資源の開発だけが進められ，熱帯水域の水産資源の総

合的な利用に適した方途が見いだされていないと言い替えることもできる．

企業的漁業の育成を漁業開発の契機としようとする政策が成功しないのも，上の文脈で理解でき

る．これまでＰＮＧで行われた企業的漁業はすべて，外国系企業の操業を現地化し先進国の技術を

移転したもので，国内で発達してきたものではない．そのため企業的漁業と沿岸住民の漁携活動は

たがいに無関係に近い（図２）．先進国起源の技術に基づく企業的漁業がこれまでに沿岸漁業開発

に与えたか，今後与えうる影響は無視できるほど小さい．

一方，国家開発の基本目標に従えば，自給を目的とした漁獲は伝統的な村落生活を支えるものと

して保障されなければならないと考えられている．沿岸住民の漁業者と非漁業者への分化が進んで

いない多くの熱帯途上国では，このような沿岸住民の伝統的権利は商業目的の沿岸漁業の管理とは

必ずしも両立しない．商品生産漁業を前提として，先進国で発達してきた資源管理論に基づき漁獲

規制を手段とする漁業管理は，熱帯漁業の中では基盤的条件が満たされていない場合がある．

これらをまとめると，先進国が行ってきた温帯・亜寒帯漁業に比較して，熱帯漁業はほとんど質

的に異なっていると言える．先進国で発達してきた漁業技術と水産学は，上の問題点の解決に十分

な蓄積を持ってはいない．

２．漁場環境の保全

ＰＮＧでは自国水域内の水産資源の開発と産業化に成功した場合でも，合理的利用という点では

必ずしも成功しているとは言い難い．現状で紹介したように，企業的漁業の唯一の成功例であるエ

ビトロール漁業でも大量の混獲魚の海上投棄という大きな問題を引き起こしている．小規模商業漁

業の開発でも，現在行われている例の大半は短期的な資源収奪型のものである域を出ていない．ダ

イナマイト漁業によるサンゴ礁の破壊などに対して有効な対策がたてられず，唯一の沿岸漁業規則

であるアカメ刺し網の網目規制も漁業工学的には誤ったものであるといった問題が山積している．
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先進国からの直接的技術移転型の企業的漁業開発が，現地適応型の漁業技術の形成に力を持ち得

ないことに対する反省に立って，村落レベルでの漁業開発は資源・環境に対して非破壊的であると

の理解が一部にあるが，これも一般化はできない．村落レベルの技術が環境適応型の技術であるの

は伝統的村落生活の範囲内においてであり，商品生産指向の強い漁業に用いられた場合，資源環境

に致命的な破壊をもたらすことがあるのは素潜り漁業の項でも見たとおりである．

問題点は，ダイナマイト漁業の項でも述べたように，現地適応型の漁業技術が開発されていない

点にある．ここで紹介した以外でも，たとえば沿岸漁業開発に導入されることの多い延縄漁具が処

女漁場で使用された場合，大量漁獲によるよりも非漁獲魚の大量死亡によって資源状態を急激に悪

化させる可能性があることを指摘した研究もある(MATsuoKAetaJ.，1995b)．漁業開発と漁場環

境保全を両立させるには，熱帯漁業資源の持つ特徴に対応した商品生産向けの漁獲技術が不可欠で

ある．

今後のニーズと展開

１．責任ある漁業への行動規範

今後の世界の漁業を主導して行くであろう概念として，1991年にＦＡＯ漁業委員会によって提起

された「責任ある漁業」がある．この概念は1992年ＦＡＯ主導によるカンクーン宣言，国連環境開

発会議によるアジェンダ21を承けてさらに発達し，「責任ある漁業のための行動規範」が作製され

ることになった．この規範の起草作業は現在も継続中で，初期の一般原則の草案以来さまざまな改

訂案を経て発達してきているが，1994年６月のＦＡＯ事務局原案は，「責任ある漁業」が何を目指

しているかを最も端的に浮き彫りにしている（表１）．

その目的とするところは，「…世界の現在および次世代の人々に対して…海洋生物資源の効果的

な保存・管理および開発を確保する視点から，生態系と生物の多様性に十分な敬意を払い，責任あ

る操業のための自主的な枠組みと世界的な規準を設ける…」ことにあるとされている．カンクーン

宣言当時は公海漁業管理に力点が置かれていたが，現在は，漁業一般が生態系と生物の多様‘性を考

慮し，海洋生物資源の保存・管理・開発のために責任あるものでなければならないと，より包括的

に考えられるようになっている．

そこでは冒頭に，「漁業を行う権利は，水圏生物資源と環境の保全管理のために責任あるかたち

で行う義務をともなう」と責任ある漁業の基盤が定義されているのに続いて，(1)過剰漁獲と過剰漁

獲努力の防止，(2)沿岸・海洋環境の保全,(3)主要漁獲対象資源の浪費と非対象種の混獲の低減，（４）

選択的な漁具漁法の開発，(5)主要漁獲対象種と同じ生態系に属す種の保全など，将来の漁業の方向

性を決定づける目標が細かく記載されている．

このほか，資源・環境の保全管理は，科学・技術の不確実性を考慮し，リスクを事前に回避する

方向で取り組む（予防的アプローチ）とする点のように，科学的証拠論に基づいて公海漁業の原則

的自由を主張してきた日本のような伝統的遠洋漁業国にとっては不利な条項もある．一方，各国の
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表１責任ある漁業のための行動規範１９９４年ＦＡＯ事務局草案の抜粋

責任ある漁業のための行動規範草案

１９９４年６月

序

養殖業を含む漁業は，世界の現在および次世代の人々 に対して，食糧・雇用・レクリエーション・貿易

および経済的発展のための重要な源を提供しており，そのため，責任ある方法で行われなければならない．

この規範は，海洋生物資源の効果的な保存・管理および開発を確保する視点から，生態系と生物の多様性

に十分な敬意を払い，責任ある操業のための自主的な枠組みと世界的な規準を設けるものである．この規

範は，漁業に関わる全ての人々 の権益を認識し，経済的・社会的・制度的・文化的条件と，資源と生態系

の生物学的性格と，消費者およびその他の資源ユーザーの権益を考慮に入れる．諸国と漁業に関わる全て

の人々はこの規範を適用しそれに効果あらしめるよう奨励される．

略

第５章一般原則（以下抜粋・要約）

1．漁業する権利は，水圏生物資源と環境の保全管理のために責任あるかたちで行う義務をともなう．

２．漁業資源の保全管理には，主要漁獲対象種に対し同じ生態系に属すか，依存するか，供伴する種
をも考慮する．

３．漁業管理では，過剰漁獲と過剰漁獲努力を防止する．

４－５．資源・環境の保全管理は，最良の科学的証拠に基づいて行う．ただし，科学・技術の不確実性
を考慮し，リスクを事前に回避する方向で取り組む．

６．生物の多様‘性を維持するために，主要漁獲対象資源の浪費と非対象種の混獲を低減するための選

択的な漁具漁法の開発を奨励する．

８－９．健全な漁業資源を維持するために，沿岸・海洋環境（陸地部分も含む）を保全する．既に破壊

が進んでいる場合は復原する．各国は沿岸域の多面的な管理に上のことを含める．

１０－１１．国内的・国際的に漁業管理体制を整備する．各国は自国漁船がこの規範に従うよう，また
規範の裏をかくことがないよう管理する．

１２．各国は責任ある漁業実現のために国際的に協力する．この際，各国水域と公海での手法は一致さ
せる．

1４．全ての漁業問題を時機を逸さず解決するよう，各国は協力する．

１５．この規範を効果的たらしめるために，途上国が財政的・科学的・技術的協力を必要としているこ

とを考慮する．

1６．各国はこの規準の周知，規準の実現のための漁民教育などを行う．

以下略

９

水域と公海での手法を一致させるという点では国連海洋法に基づく現在の漁業管理制度の国際的枠

組みを踏みだそうとする面もある．各国問および国際的な協力と，特に途上国に対する財政的・科

学的・技術的協力を考慮する必要があるとされている点も注目に値する．

２．技術研究協力を中心とした水産協力関係

上の規範は強制力を持ったものではないが，水産資源への依存度が強く，海洋資源・環境の保全

に対してきわめて正統的に対応しようとする熱帯島峻途上国が今後の漁業政策の中に取り入れてい
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く可能性は大きい,特に責任ある漁業のための行動規範の中で途上国に対する協力が明記してある

点は,国連海洋法に基づいて排他的権利を主張することによって,第一次海洋法時代の双務的な規

定によって得ていた多くの協力事業を失ってしまった島瞑途上国にとって,協力を要請する新たな

根拠を与えることになる,国連海洋法に基づく200海里体制が是清し,漁場国側から見れば,外国船

入漁漁業の管理(受け入れの可否,入漁料の決定など)は国内漁業政策上の問題であるとの考え方

が走芳しつつある現在,これに上の規範に見られる協力の思想が加われば,日本の水産無償資金協

力事業に見られるような｢条件付き援助｣は今後再検討を迫られるであろう,

責任ある漁業のために求められているのはまさしく,これまでに紹介したような漁業技術の不十

分さに起因する資源,環境への悪影響といった問題を解決するための管理型漁業技術の開発である,

日本は熱帯島瞑途上国に対して,さまざまなスキームによって技術援助を行って来たが,日本で発

達してきた漁業技術の直接的な移転を主体とした協力は,問題の解決に力を持ち得ないだろう.責

任ある漁業のための行動規範の中では混獲の低減と選択的漁業技術の開発が具体的に上げられてい

るが,今後熱帯途上国で求められるのは,熱帯漁業の特性に合致した,現地適応型の技術を新たに

形成していくための基礎的な調査研究活動に対する協力である(松岡, 1994).そのような技術協

力事業を展開することで,長期的には日本の漁業の国際的なステータスを高め,世界から尊敬され

る日本水産業を構築していくこともできるだろう.

文　　　献

ANON. 1989a. Medium Term Development Strategy for Renewable Resource Sector 1990-

1994. 134pp., Departments of Agriculture and Livestock, Fisheries and Marine

Resources, Port Moresby.

ANON. 1989b. Fisheries Sector Review Papua New Guinea. 107pp., Government of Papua

New Guinea, Port Moresby.

MATSUOKA, T., NAGALETA, H., and YASUDA, S. 1990. A Field Experiment on Capture

Mechanism and Selectivlty in Barramundi Gillnet Fishing, 33ppっ　Department of

Fisheries, University of Papua New Guinea, Port Moresby.

MATSUOKA, T. 1991, A tank experiment on selectivity components of a trammelnet for

Tilapla TnOSSambica, Nippon Suisan Gakkaishi, 57 : 1331-1938.

MATSUOKA, T. 1995. Fisheries Development Policy and education in Papua New Guinea,

South Pacific Study, 15 : 75-96.

MATSUOKA, TっLEBEHN, Aっand ABRAHAM, M. 1995a. Coastal fisheries development and

management in Phonpel, Federated States of Micronesia, Kagoshima University

Research Center for the South Pacific Occasional Papers No. 26 : 41-47.

MATSUOKA, TっKASU, ㌔., and NAGALETA, H､ 1995b. Catch and fish-loss model for vertical



熱帯途上国における沿岸漁業開発と漁場保全 1１

longlinefishingwithparticularemphasisoninjuryofunharvestedfish，Fisheries

Science，６１：755-765．

松岡達郎．1994．漁業技術移転と研究協力の将来と課題：パプアニユーギニアの事例，日本水産学

会誌，５８：693-694．

松岡達郎．1995．エビトロール漁業．「漁業の混獲問題」（松田鮫編)，43-51,恒星社厚生閣，東京．

松田恵明．1986．太平洋島順海域のカツオ・マグロ漁業．「国際漁業の研究」（国際漁業研究会編)，

107-152,恒星社厚生閣，東京．


